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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  山 本 哲 也 

委   員  石 川 敏 行 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年１１月１８日 ０１時４０分ごろ 

発生場所 山口県長門市今岬北方沖  

今岬灯台から真方位３５８°１０.２海里（Ｍ）付近 

（概位 北緯３４°３５.２′ 東経１３１°０７.４′） 

事故調査の経過  平成２２年１２月２日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第二十一光
みつ

丸、６９９トン 

   １３４０８７、光栄海運株式会社 

   ７４.４５ｍ×１１.２０ｍ×５.３５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成６年５月 

Ｂ 漁船 三上
みかみ

丸、６.６トン 

   ＹＧ２－７５２５（漁船登録番号）、個人所有 

   １３.５０ｍ（Lr）×２.５８ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数８０、昭和６０年７月１２日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５２歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年４月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年１月２９日 

    免状有効期間満了日 平成２４年４月８日 

  一等航海士Ａ 男性 ４６歳 

   四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成１０年２月１２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２２年３月８日 

    免状有効期間満了日 平成２５年２月１１日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和６０年９月１１日 

    免許証交付日 平成２１年１２月１日 

            （平成２７年９月１０日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 右舷中央部から船尾部にかけて擦過傷 

Ｂ 船首部の錨台などを損傷 
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 事故の経過 

 

 Ａ船は、船長Ａ及び一等航海士Ａほか５人が乗り組み、平成２２年１１

月１８日０１時３０分ごろ、約２３４°（真方位、以下同じ。）の針路及び

約１０.８ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ。）で自動操舵により

今岬北方沖を航行中、船橋当直中の甲板長が、右舷前方に南進中の小型船

が１隻いることを一等航海士Ａに引き継いで船橋当直を交替した。 

単独の船橋当直に就いた一等航海士Ａは、右舷船首３０～４０°３Ｍ付

近にＢ船の白灯を視認し、レーダーによりＢ船が南東進していることを確

認した。 

一等航海士Ａは、しばらくして、Ｂ船のコンパス方位に変化がなく、衝

突するおそれがある態勢で接近したので、Ｂ船との距離が１Ｍ以内になっ

たとき、探照灯によりＢ船の方向を照らして注意を喚起しただけでＢ船と

は何とか通過できるだろうと思い、Ｂ船の進路を避けずに航行した。 

一等航海士Ａは、衝突直前に手動操舵に切り替えて左舵一杯としたが、

０１時４０分ごろ、今岬灯台から３５８°１０.２Ｍ付近において、Ａ船の

右舷船尾部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、長門市通漁港に帰港するため、約１

３５°の針路及び約１１～１２kn の速力で自動操舵により今岬北方沖を航

行中、船長Ｂが、０１時３０分ごろ、左舷船首５０°３Ｍ付近にＡ船の白

灯を視認し、レーダーによりＡ船が南西進していることを確認した。 

船長Ｂは、Ａ船と接近するまでまだ余裕があると思い、僚船と無線で交

信していたところ、衝突直前に前方至近に接近したＡ船に気付き、右舵一

杯及び機関停止としたが、Ａ船と衝突した。 

Ａ船は、海上保安庁に通報し、Ｂ船は、自力航行して通漁港に入港し

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 北東、風力 ４、視界 良好 

海象：波高 約１～１.５ｍ、潮流 ほとんどなし 

 その他の事項 Ａ船は、マスト灯２個、舷灯１対及び船尾灯１個を点灯していた。 

Ａ船は、船首が約１６５°を向いたときに衝突した。 

Ｂ船は、マスト灯１個、両色灯１個及び船尾灯１個を点灯していた。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

Ａ あり、Ｂ あり 

なし 

なし 

 Ａ船は、今岬北方沖を南西進中、一等航海士Ａ

が、Ｂ船がＡ船の前路を左方に横切り衝突するお

それがある態勢で接近しているのを認めた際、探

照灯によりＢ船の方向を照らして注意を喚起した

のみでＢ船とは何とか通過できるだろうと思い込

み、針路及び速力を保持して航行したことから、

Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、今岬北方沖を南東進中、船長Ｂが、Ａ

船と接近するまでにはまだ余裕があるものと思い

込み、無線で僚船との交信を続け、適切な見張り

を行っていなかったことから、接近するＡ船に気

付かずに航行し、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 
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原因  本事故は、夜間、今岬北方沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が南東進

中、一等航海士Ａが、探照灯によりＢ船の方向を照らして注意を喚起した

のみで針路及び速力を保持して航行し、また、船長Ｂが、適切な見張りを

行っていなかったため、両船が衝突したことにより発生したものと考えら

れる。 

参考  本事故の再発防止策として、次のものが考えられる。 

・常時適切な見張りを行うこと。 

・両船が進路を交差させて接近する場合は、航法に関する判断を行い、

避航船又は保持船としての動作を適切に行うこと。 

※ 「参考」は、今後の同種船舶事故等の再発防止のために役立つと考えられる事項を列挙したもので

ある。 

 

 




